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義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
削
除
）

第
七
条

削
除

第
七
条
～
第
十
条

（
略
）

第
八
条
～
第
十
一
条

（
略
）

（
採
択
地
区
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
）

（
新
設
）

第
十
一
条

採
択
地
区
協
議
会
は
、
関
係
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
採
択
地
区
協
議

会
の
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
名
す
る
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

採
択
地
区
協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
委
員
の
う
ち
か
ら
定
め
る
。

３

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

４

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
択
地
区
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
で
定
め
る
。

（
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
事
項
）

（
採
択
地
区
の
設
定
の
特
例
）
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第
十
二
条

採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

第
十
二
条

都
の
区
域
の
う
ち
支
庁
の
所
管
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
郡
の
区
域

な
ら
な
い
。

と
み
な
し
て
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一

採
択
地
区
協
議
会
の
名
称

二

採
択
地
区
協
議
会
を
設
け
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会

三

採
択
地
区
協
議
会
の
組
織

四

教
科
用
図
書
の
選
定
の
方
法

五

採
択
地
区
協
議
会
の
経
費
の
支
弁
の
方
法

（
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
の
変
更
）

（
新
設
）

第
十
三
条

採
択
地
区
協
議
会
を
設
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
採
択
地
区
協

議
会
の
規
約
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
協
議
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
採
択
の
時
期
）

（
採
択
の
時
期
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

九
月
一
日
以
後
に
お
い
て
新
た
に
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
必
要
が
生
じ
た
と

２

九
月
一
日
以
後
に
お
い
て
新
た
に
教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
必
要
が
生
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
教
科
用
図
書
の
採
択
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
す
み
や
か
に
教
科
用
図
書
の
採
択
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

（
発
行
者
の
指
定
の
要
件
）

（
発
行
者
の
指
定
の
要
件
）

第
十
六
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

第
十
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。
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一

会
社
に
あ
つ
て
は
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
上
、
会
社
以

一

会
社
に
あ
つ
て
は
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
千
万
円
以
上
、
会
社

外
の
者
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
産
の
額
が
千
万
円
を
超
え
な

以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
産
の
額
が
一
千
万
円
を
超

い
範
囲
内
に
お
い
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）


